
次世代育成支援に関する給付－サービスの費用構成  

○平成19年産児童・家族関係社会支出（予算ベースの推計値4兆3，300億円）に関して、国、地方公共団   

体、事業主（保険料事業主負担及び拠出金）、被保険者本人（保険料）に分けて、費用負担の状況を推   
計したもの。  
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現状の主な次世代育成支援施策に関する費用負担と考え方  
制度区分・  費用負担   

給付サービス名  
現行の費用負担の考え方   

育児休業給付  ・ 雇用保険の保険事故（失業や失業に準ずる雇用継続が困難な  

状態）は、    び事業主の双方の共同、帯により対処すべき  
事項であることから、労使折半により負担。  

・また、保険事故である失業が政府の川5・‾ 政策 とも無．では  

なく、その責任の一端を担うべきであることから、－  玉  里。  
（育児休業給付については、それに準じた取扱い）   

保育所   
＼  ・児幸福祉施設  氏 タ（※憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の  

生活」を保障するものとして制定）を維持するための曹用の裏付けをすること  

により、児童に対する公の香住を果たそうとするもの。  

：・ ・なお、公立保育所については、地方自治体が自らその昔壬に づいて壬  

…、市1′4】  重していることにかんがみ、平成16年度から一般財源化。   

児童手当   被用者（3鮭未満）ll絶無舌（3止以上）l   ・我が国の将来を担う 章の健全育成の観点から、国が一定の負担。  
／江仁へ  

…や   
・地域仲居の福祉増進にも密接につながるため、地左も一定の負担。  

、  ・児童の健全育成・資質向上を通じて、将 の労働力確保につなが  
、 ることから、被用者に対する支給分について、垂墓主もー定の負担。  

軍装．芸芸芸≡芸芸．      ※ 上記の考え方を基本とした上で、平成12年・16年・18年の改正により支給対象とされた  
附濠斤  市四   分（3歳以上）については、所得税の人的控除の見直し等により財源が賄われた経緯から、  

／＼、、    √′／れ＼ 事業主の負樋を求めていない。   

【所属庁10／1D】 【皿・県・市各1／3】  

児童育成事業   「、i ・地域佳良の福祉に密接につながることにより、地五もー定の負担。   
・王昇存及び将来の労働力確保 

（放課後児童クラブ・病児病後児 保育・一時預かり・地域子育て  

の観点から、垂蓋主もー定の負担。   

支援拠点等）   

次世代育成支援対策交   【国1／2市1／2】   代育成支援対策推進法に づ〈措置の推進の一環として、   
付金（延長保育・全戸訪問  市  囚   

事業・ファミリーサポートセン  
凰の負担による補助を行うもの。   

タ一事業等）  

※便宜上、都道府県は「県」と、市町村は「市」と表記  
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各制度の費用負担の現状①  
一事業主負担の考え方－  

○ 医療・年金・介護等の各制度の考え方を見ると、おおむね①給付が直接・間接に事業主の利益につながる  
こと、②事業主の社会的責任等の観点から、事業主負担を求めている。  

制脛   躯業主負担の割合の経緯   限菜主個世の考え方   

被用者は健康探検に加入することにより、疾柄又は負傷  
紆不安が解消され、安心して働くことが可能となl）、その  

効果は円滑な部整活動に寄与する猫をイすL、また、終期者  
隠度禿是時（昭和2年）労張桝ヤ  の健康保持や速やかな傷病からの回復が労働能率の増進等  

政肘管寧  
（負担割合ト′2）   をもたらすこととなり部室由こも利益が有声などの考え方  

膝廉保碗                        以後、変更なL   によるi）（り⊥］その包摂割合については、解菜主及び労働者  
が均等の負極を行うことにより、降険運常を巨J滑公、ドに守」  

うことを恩陛圧た外国の立法例の考え方を参考にLたこと  

等に上る〕   

軌唯発足時〔昭和2咋）労慢折半   原11り労使折半とL・ている部分については政府管笹健康楳  

組合管革  （負担割合 三ノ′三）   
険（政管）と同じ）なお、隠保組合の‡′1－目的な迩常や事墾  

以後華．更なし．こ ただし、規約で定め  】ミによる福利呼集即向、E二の観点から、睨約に定める堤斜こ  

健廣保険                   るところにより、審韮室の風担割合  は斬業主の負担割合を相加することができることとしてい  
を相加ほせることが可能 る．。   

被用官は摩生年金に加入することにより、老齢、擦寄苛  
のイこ宏を解消し．女心して働くことが可能となり、その動  

腰痛摘招㌧′・′2J   某はり滑な服装．一 こ■ 烏すろ繭れこ‾一  ことから、準華  
将・む隼金  n  制度発足鴨 川撒】】7すト）労f出井や                  揖接、変更なし′   圭も被用者とともに保険料を共滞＝㌔て負担すろこととされ、  

その亀擬制合については、それぞれ2分の】すっとされた  
ヰ．げ）てある 
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穫用保瀾如り圭たる畢菜である失渠等給付に嬰する削机こ  
・失賽等給付に係る保険料率  ついては、保険郵政である失逢がて 働普及び当i慕圭の双方  
失業保険制度発足時（昭和22   の 聞迎終によって耕地すべを那項であるため、押葉主と  

隼）労使折半（魚隠糾合L佗   被保険者とが折半して負担をしている芯  

以後、変更なし  また、附帯街斐として行われている催澗保険三部薬に撃  

屏用保険                        ・雇用保険二三粧勘こ係る保険料率 牒用保険制産経足疇（昭和5∩  

する乳馴こついては、届鳳上の諸間鴨は、我が国の雇用貸  
怨恨行や企業吾動に起関するところが多く、かつ個別企業  
の努力によ1jては解決が鹸艶なものであることから、啓発  

年）全額事業主負担   三三の典同迎特によって対処することにより狙菜主の社会的  

以撞、変更なL   浄任の－一端を果たすとの考え方から、啓渠主のみの負担と  
している。   

制度発足時（昭和′17イド）  

・被用者に対する給付の7′′10  

・非枚用音に対する給付ま全額公許魚種  
昭和57年改正時  児蛮手当制度は将来におiナる儲働力の縫持、臆倣に  

児敵手彗  ・施用皆について特例給付を創設  塩鮭且、事業主の立烏削二密接に結びつくものである  

負担割合は10／10  ため、耶業主にも応分の負担を凍めているご   

平成12年・平成16年改正時  

・3歳以上の児蛮に対する給付等につき  

公許負担により支給抱囲を拡大  

制度創駁により介護サ】ビスの充潔が図られ、傲柄  
の鮭i畏戯の肪lヒ黎が】緋二降 第2号被保険者（40歳以上65歳末満 打直療保廟加入者）ぴ）介護保険料は、・芳 使折半が原則 

。ただし、健康探険組合の  こト∴企韮も社  
介雑件険  

、 めるとおり、健廉保険】阻骨ごとに放める  

二とが可能。  その負担割合については、第2号被保険者の介護保険  

料は隊煉保険に上乗せで徴収されており、医療操険各  
法の規定に基づき源をされることによ寧日   

【第11回「社会保障の在り方に関する懇談会」（平成17年7月26日）資料より抜粋】  
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各制度の費用負担の現状②  
一市町村に対する財政支援の状況－   

○ 市町村が主たる実施主体である各制度において、市町村の一般財源以外の財源（特定財源）による  
財政支援が行われている。  

制 度   市町村の一般財源以外の財源（特定財源）が占める割合   

保育所   私立…75％【市町村負担25％】 公立＝■0％【市町村負担100％】   

児童育成事業   66％【市町村負担33％、事業主負担33％、都道府県負担33％】   

次世代育成支援対策交付金事業  50％【市町村負担50％、国庫負担50％】   

100％【市町村負担○％、保険料50％、国庫負担43％、都道府県負担7％】  

国民健康保険  （※医療給付費から前期高齢者交付金を除いた額に占める割合の勅乱詳細にみると、保険財政安定のため、国・都道府  
県・市町村はさらに公費負担を行っている。）   

87．5％【市町村負担12．5％、保険料50％、国庫負担25％、都道府県負担12．5％】  

介護保険  （※居宅給付費の場合。施設等給付費の場合は、国庫負担が20％、都道府県負担が17．5％）   

75％【市町村負担25％、国庫負担50％、都道府県負担25％】  

障害者自立支援法  
（障害福祉サービス費等）  
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次世代育成支援に関する利用者負担の現状  

（保育所の場合）  

○次世代育成支援に関する各サービスの利用者負担は、国の基準等を参考として、各市町村又は実施機関  
において定めるものとなっており、制度上、全国統一的に定まっているわけでない。   

○ 保育所について．、国の基準等から推計した利用者負担額を見てみると、以下のとおり。  

【保育所】（1人当たり月額）  

年齢区分   費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

0歳児   17．3万円   3．5万円   13．8万円   2：8   

1・2歳児   10．3万円   3．5万円   6．8万円   3：7   

3歳児   5万円   2．8万円   2．2万円   6：4   

4歳以上児   4．3万円   2．6万円   1．7万円   6：4   

【保育所】（総額）  

費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

1兆7800億円   7600億円   1兆200億円   4：6   

※平成20年度保育所運営費負担金予算（案）額を基に算出  
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社会保険による次世代育成支援に関する主な議論  

○ 次世代育成支援関連の給付を、社会保険の対象とし、妊娠・出産・子育てを給付原因となる保険事故と  

する場合、以下のような議論（利点・課題等）がある。  

【社会保険による場合の利点等】  

○ 社会全体、幅広い層の国民で費用を負担できる。  

○ 負担と給付の関係が見えやすく、給付の増大に対応   

した負担増について合意が比較的得やすい。  

○ 所得水準に応じたきめ細かい負担の設定が可能。  

○ 所得水準に応じた給付が可能。（ex育児休業給付）  

【社会保険による場合の課題等】   

○ 出産・子育ては、親の選択・裁量によるものであり、  

いわゆる「保険事故」としてなじまないのではないか。   

○ 子を持つ意思のない者や、高齢者など、給付を   

受ける可能性がない又は低い者も多数存在し、  

そうした着から保険料として負担を求めることに妥当性  

や納得性があるかどうか。   

○ 我が国の社会保険制度は、負担を行わない者に対  

して、一定の給付制限を行うのが一般的であるが、  

次世代育成支援においては、親の未納に対して子に  

不利益が及ぶ点をどう考えるか。   

○ 保険料徴収に関する課題  

※「保険事故」・‥生活のための所得を減少もしくは喪失させる事故、またはその所得をもってしては賄いきれないような失費を発生させる事故であ  
り、その発生が保険給付を行う原因となるもの。その発生が偶然であること（発生の可能性は推察されるが、その発生の態様あるいは発生の時期  
について予測しえないもの二王ある三とを必要と生る。）。   
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保育所利用の仕組み  

［垂垂垂垂］  

対象二0歳から就学前の保育に欠ける児童  

【認可保育所】＜認可は都道府県等が行う＞   

○保育時間：原則8時間   

○児童福祉施設最低基準の遵守  

○通常保育以外に延長保育、休日保育、夜間保育等   
を行う保育所もある。  

O「保育所保育指針」に基づき、児童の発達に応じた   

保育を提供  

保育の実施  

【利用者】   

希望の保育所の申込  

保育料の支払  
公立で実施又は民間委託  

保育貴用（運営費）の支払  

【市町村】＜保育の実施責任あり＞  

O「保育に欠ける」という要件の認定を行う。  

○希望が保育所の入所受入れ枠を上回る場合   

には、公平な方法で選考。   
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多様な主体の参画・協働による子育て支援事例  

取組事例  こ世代 

次世 
ネッ 

企業 
て支 
物と 
！）年 

ラフ 
活用 
他の 

た。   

ワー 
かけ  

関  
わ  

－－ビ 
方   

スの 
スの 

0企 

ング 
用品 

実に 
効  果  

菓と 

さら 
子育 
る環 

応が 
実の 

育成応援企業等マッチングシステム（三重県）   父親の子育て参加促進事業（埼玉県）  
（「お父さん応接講座」の実施）   

多くの父親にとって身近な場所である職場において同僚ととも  
代育成応接ネットワーク（インターネット上の情報 トワーク；平成18年6月－）」会員企業・団体を  

から使わなくなった備品や事務用品を提供してもら  
援団体に斡旋したり 
、場所の貸出や人材の紹介等、 サービスのやりとりをネット上で行うシステム 

。  

企業等→県に申込→県が実施主体（NPO法人）と調整  9月から実施）  
→NPO法人が企業等に出向いて講座を実施   

トメーカーが製品とならない素材（紙）を保育園へ  

していた事例があり、その動きが子育て支援セン  ○父親の子育て参加を促進する事業の実施にあたり、事業案に   
保育園へと広がっていったことがきっかけとなっ  ついて民間団体から企画提案を公募し、採用したもの。   

○受講の募集・広報、企業等からの申込受付、委託事業者との  
クの運営管理、事業の広報、企業・団体等への働き     調整  

○講座実施経糞（講師人件費、教材費等）の負担  
○県職員を対象とした講座の先行実施   

スの提供（備品、事務用品等が中心）   ○講座実施の企画、受講者の募集  
○講座の中で自社の育児との両立支援制度の説明を併せて実施   

提供（子育て支援団体による、イベント等での子ど  ○講座プログラムの開発、プログラムを実施する人材の養成、   
披露や出前子育て相談の実施など）   企業等との打合せ、講座の実施   

業・団体が参画  
実績（平成19年9月～2月）  ○民間事業者4社＋県庁   
を中心に24件、サービスについては未把握  

○企業・事業所で実施することにより、仕事に忙しい父親も参加  
も取り組みやすい地域貢献の仕組みを作ることで、     でき、父親の子育てへの参加意識を高め、職場でのワークライ   
子育て支援団体の交流が生まれた。   フバランスを進めることができた。  

○実施企業からは継続して開催する方向で検討中との声もある。   

なる周知  
てサークルやNPO法人には、インターネットに  

あまり高くないのが現状。事業のさらなる広報とあわせ、県庁  境が整っていないところも多く、紙ベースでの広 重要 
。  

開拓（具体的に提供する物やサービスの確保）   な取組が重要。  
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社会的養護体制の整備状況と自治体間格差  

→ 施設の入所率は増加する傾向にある  

入所率の推移  95．0   

90．0   

85．0   

80．0  

75．0   

70．0   

65．0   

60．0   

55．0  

50．0  

45．0  

40．0   

35．0  

入所率   
％  

5 6 7：8 9101112131415161718  

69・568・86臥571．572．674．975．977．179．581．277．480．083．984．8  

77・878・378．479．580．482．884．385．588．089．389．791．491．591．7  

65．970．072．774．776．581．678．880．376．278．072．575．377．976．1  

40・939・338・338．839．941．241．340．942．639．439．342．843．244．8  

年度  

→一乳児院  
一一一一児童養護施設   

情緒障害児短邸台療施設  

－－←一児童自立支援施設  

※社会福祉施設等調査報告  

緊 要 性  実 現 し た 社 会 の 姿  

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を  

果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期  
といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会  【仕事と生活の間で  

問題を抱える人の増加】  

○正社員以外の働き方の増加  

→ 経済的に自立できない層  

○長時間労働  

→「心身の疲労」「家族の団ら  
んを持てない層」  

○働き方の選択肢の制約  

→ 仕事と子育ての両立の難しさ  

①就労による経済的自立が可能な社会   

経済的自立を必要とする者とりわけ若者が  

いきいきと働くことができ、かつ、経済的に自  
立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関  
する希望の実現などに向けて、暮らしの経済  
的基盤が確保できる。  

《行動指針に掲げる目標（代表例）》  

○就業率（②、（卦にも関連）  
＜女性（25～44才）＞  
現状64．9％→2017年69～72％  

＜高齢者（60～64才）＞  
現状52．6％→2017年60～61％  

○フリーターの数  
現状187万人→2017年144．7万人以下  

②健康で豊かな生活のための時間が確保   

できる社会   
働く人々の健康が保持され、家族や友人な   

どとの充実した時間、自己啓発や地域活動   
への参加のための時間などを持てる豊かな   
生活ができる。  

《行動指針に掲げる日標（代表例）》  

○過労働時間60時間以上の雇用者の割合  
現状10．8％→2017年半減  

○年次有給休暇取得率  
現状46．6％→2017年完全取得  

【少子化や労働力の確保が  

社会全体の課題に】  

○結婚や子育てに関する人々の   

希望を実現しにくいものにし、急   

速な少子化の要因に  

○働き方の選択肢が限られていて   

多様な人材を活かすことができ   

ない  

③多様な働き方・生き方が選択できる社会  

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意  

欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑  
戦できる機会が提供されており、子育てや親  
の介護が必要な時期など個人の置かれた状  

況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、  
しかも公正な処遇が確保されている。  

《行動指針に掲げる目標（代表例）》  

○第1子出産前後の女性の継続就業率  
現状38．0％→2017年55％  

○育児休業取得率  
（女性）現状72．3％→2017年80％  

（男性）現状0．50％→2017年10％  

○男性の育児・家事時間（6歳未満児のいる家庭）  
現状60分／日→2017年2．5時間／日   


